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君津市立人見こども園運営規程   

 

（施設の名称等） 

第１条 君津市が設置する保育所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 （１）名称  君津市立人見こども園 

 （２）所在地 君津市人見４丁目１１番２８号 

 

（趣旨） 

第２条 この規程は、君津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例（平成２６年君津市条例第２１号。以下「基準条例」

という。）第２０条の規定に基づき、施設の運営についての重要事項を定める

ものとする。 

 

（施設の目的及び運営の方針） 

第３条 認定こども園は、適切な運営を確保するため、君津市認定こども園の設 

置及び管理に関する条例（令和元年君津市条例第１０号。以下「設置管理条例」

という。）第２条の規定により、適正な特定教育・保育を提供することを目的

とする。 

２ 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律７７号）及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律６５

号）その他の関係法令を厳守し、保育所保育指針（平成２９年厚生労働省告示

第１１７号）に基づき教育・保育を提供する。 

 

（提供する教育・保育の内容） 

第４条 認定こども園における保育の内容は、認定こども園の要件を定める条

例（平成１８年千葉県条例第６４号）別表に定める基準に適合するものとする。 

 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 教育・保育を提供するにあたり、職員の職種、員数及び職務内容は次の

とおりとする。なお、員数については、在園児数により変動する場合がある。 

（１）園長 １人 

園長は、上司の命を受けて園務を処理し、所属職員を指揮監督する。 

   また、教育・保育の質の確保及び向上を図り、職員の資質向上に取組む。 

（２）主任保育士 １人 

主任保育士は、園長を補佐するとともに利用子どもを把握し、必要に 

応じて教育・保育を実施する。また、研修計画を行う。 
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（３）保育士 常勤２１人 非常勤８人 

   保育士は、教育・保育計画を立案しその計画に基づきすべての子どもが 

安定した生活を送り、充実した活動ができるよう教育・保育を行う。   

（４）調理員 ５人 

   調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。 

（５）用務員 １人 

用務員は、環境整備及び雑務を行う。 

 

（特定教育・保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日） 

第６条 認定こども園の開園時間及び休園日は、君津市認定こども園の設置及

管理に関する条例施行規則（令和元年君津市規則第１１号。以下「設置管理条

例施行規則」という。）第４条に定めたものとする。 

２ 保育時間及び休業日については設置管理条例第４条第１項に該当する子ど

もに係る保育を行う時間（以下「保育時間」という。）及び休業日は、設置管

理条例施行規則第５条第１項に定めるものとする。 

３ 設置管理条例第４条第２項に該当する子どもに係る保育時間及び休業日は、

設置管理条例施行規則第５条第２項に定めるものとする。 

 

（保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由およびその額） 

第７条 認定こども園は、基準条令第１３条第１項の規定により、市が定める額

の利用者負担額を利用子どもの保護者から徴収することができる。 

２ 教育・保育の提供に要する実費にかかわる利用者負担金については基準条

例第１３条第４項各号に定める額を利用子どもの保護者から徴収することが

できる。 

 

 

（小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員） 

第８条 認定こども園の定員は次の表のとおりとする。 

クラス ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

１号認定  ― ― ― １人  ２人  ２人 ５人 

２号認定  ― ― ― ２９人 ３３人 ３３人 ９５人 

３号認定 １０人 ２０人 ２５人 ― ― ― ５５人 

合計 １０人 ２０人 ２５人 ３０人 ３５人 ３５人 １５５人 

 

（利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項） 

第９条 認定こども園の利用の開始及び終了に関する事項等については、君津
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市保育の利用に関する規則（平成２６年君津市規則第３５号）を準用する。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１０条 認定こども園の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているとき

に教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、

速やかに当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は

医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 対応にあたっては、別に定める「君津市公立保育園事故防止及び事故対応マ

ニュアル」を活用するものである。 

 

（非常災害対策） 

第１１条 認定こども園は、災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定

め、災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員

に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。 

 

（虐待防止のための措置に関する事項） 

第１２条 認定こども園の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の１０各号に掲げる行為その他

当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。 

 

（秘密保持） 

第１３条 当園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業

を行う者その他の機関に対して、利用子どもに関する情報を提供する際には、

あらかじめ文書により利用子どもの保護者の同意を得る。ただし、特段の理由

がある場合もしくは別に定めのある場合は除く。 

 

（苦情解決） 

第１４条 当園は、その提供した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講

じる。 
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 附 則 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


